
【様式1】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年度
保護者のみなさまへ

就学援助制度について（お知らせ）
豊後大野市教育委員会
豊後大野市では、お子さまの就学にあたり、経済的な理由でお困りの保護者の方に、学用品費などを援助する就学援助制度を設けています。

援助を希望される方は、このお知らせを必ずお読みいただき、申請してください。

【申請にあたっての注意点】
・市民税・所得税の申告を必ず済ませてください。　※収入がない場合も申告が必要です。
市民税等の申告が済んでいないと、世帯の合計所得額が確認できず、審査できません。
（税法上の扶養に入っている場合は、申告は不要です。）
・この制度は前年度認定を受けていても毎年度申請が必要です。（令和８年度の新入学児童生徒学用品費を申請した方についても再度申請が必要です。）

・審査については、原則令和７年度中の家族全員の合計所得にて行います。

１．就学援助を受けることができる方　
　・豊後大野市に居住しており、以下のいずれかに該当する方。
①生活保護を受けていないが、生活保護に準ずる程度に経済的に困窮している方。

②病気、災害等により家計の収入が著しく減少し、援助が必要と認められる方。

２．申請に必要なもの
　・令和７年度就学援助費受給申請書兼同意書・委任状(様式２)（全員）
　　・令和７年中(令和７年１月～令和７年１２月)の世帯全員の所得が分かる以下の書類(①～③)の
いずれか（令和７年１月２日以降に豊後大野市へ転入された方のみ）
①令和７年分　給与所得(公的年金等)の源泉徴収票の写し

②令和８年度(令和７年分)確定申告書(控)の写し

③令和８年度(令和７年分)所得証明書の写し
※所得証明書は令和８年１月１日現在の住民登録地の役所で取得できます。

各役所で発行可能な時期が異なりますので、詳しくは当該役所にお問い合わせください。

　　　　

【就学援助制度における世帯の定義について】
・就学援助制度では、住民票上同一世帯に含まれるひと(実際は別居している人を含む)

を記入してください。
なお、本制度においては、以下のような人も含めて「同一世帯」とみなします。

◯世帯分離をしているが、世帯の生活支援をしている同居者

◯世帯分離をしているが、世帯の生活支援をしている単身赴任中の保護者

　　　
※別居していることが証明できるもの（公共料金の請求書等）の提出があれば、別世帯として取り扱います。申請の際にご相談ください。

３．申請期間　　　　

在学生：令和８年２月１３日(金)～令和８年３月６日(金)
新入生：入学説明会終了後～令和８年４月１７日（金）
※以降（翌年１月末まで）も随時受付しますが、申請した月から援助対象となります。
申請月の前月までの分は支給されません。
４．申請書類の提出先　　　児童生徒が在籍する小中学校
※小・中学校に兄弟姉妹がいる場合は、小学校へ提出してください。
５．援助の内容　参考(下表は令和７年度の援助額)
認定されると、次の費目が援助されます。金額は、全て年額です。
ただし、各費目の保護者の支払いにかかる振込手数料などは就学援助費の対象ではありません。
	区　　分
	小学生
	中学生
	備考

	学用品費
	11,630円
	22,730円
	認定月によって月割となります。

	新入学学用品費
	63,100円
	79,500円
	4月認定の小・中学1年生に限ります。

入学前に支給を受けておらず、４月認定が決定した場合に支給します。

	修学旅行費
	全額
	全額
	修学旅行実施前月までに認定された小学６年生・中学２年生。

認定後、教育委員会が各学校に支払います。※

	医療費
	自己負担額
	自己負担額
	う歯に限ります。医療機関に支払います。

医療券を利用した場合、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの手続きが必要となります。

	共済掛金
	460円
	460円
	

	校外活動費

(宿泊を伴わないもの)
	全額
	全額
	校外活動において保護者負担が発生した場合。

	校外活動費

(宿泊を伴うもの)
	全額
	全額
	対象は小学5年生・中学1年生。

	クラブ活動費
	―
	10,000円
	5月1日時点において部活動に加入している生徒が対象となります。

	生徒会費
	―
	480円
	認定月によって月割となります。

	卒業アルバム代
	実費

(上限11,000円)
	実費

(上限8,800円)
	卒業アルバムを作成している学校に限ります。

	ＰＴＡ会費
	3,450円
	4,260円
	認定月によって月割となります。


　※５・６月に修学旅行が行われる場合は、各自で修学旅行費の支払いをしてください。審査の結果により、

４月認定となった方には、既に支払われた修学旅行費を就学援助費の支払いの際に支給します。

６．審査結果について
　　６月下旬頃に教育委員会より通知します。
　　就学援助対象者に認定された場合は年３回(７月・１２月・３月)の支給を予定しています。

７．認定基準額の目安について
＜認定基準額の例＞　両親ともに30代であり、お子さんが下表の世帯状況の場合

※あくまでも目安であり、実際は世帯員数、世帯構成、年齢等によって変わります。
	3人世帯

(両親+小学生1名)
	4人世帯

(両親+小学生1名+

中学生1名)
	5人世帯
(両親+小学生1名+

中学生1名+未就学児1名)
	5人世帯
(両親+小学生2名+

中学生1名)

	189万円
	229万円
	244万
	254万


〈問い合わせ先〉在籍校または豊後大野市教育委員会　学校教育課（℡　0974-22-1143）









